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は
じ
め
に

学
部
生
だ
っ
た
頃
、
部
制
研
究
の
第
一
人
者
で
あ
っ
た
平
野
邦
雄
先
生

が
非
常
勤
講
師
と
し
て
出
講
さ
れ
、
私
た
ち
は
熱
心
に
受
講
し
た
。
そ
の

際
、
先
生
が
、「
古
代
史
で
難
し
い
の
は
部
制
と
荘
園
制
で
あ
る
が
、
荘

園
は
現
地
に
行
っ
て
み
れ
ば
大
体
わ
か
る
の
で
、
部
民
は
も
っ
と
も
難
し

い
」
と
お
っ
し
ゃ
ら
れ
た
の
を
鮮
明
に
覚
え
て
い
る
。
隣
に
い
た
中
世
史

専
攻
の
友
人
が
、「
行
っ
て
わ
か
れ
ば
苦
労
し
な
い
さ
」
と
言
っ
て
い
た

の
も
昨
日
の
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
が
（
そ
の
友
人
は
先
年
、
早
世
し
て
し

ま
っ
た
）、
私
は
部
制
と
い
う
の
は
難
し
い
ん
だ
な
あ
と
心
に
刻
み
込
み
、

な
る
べ
く
関
わ
ら
な
い
よ
う
に
し
よ
う
と
思
っ
た
次
第
で
あ
る
。

そ
れ
以
降
、
古
い
時
代
の
勉
強
も
少
し
は
や
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の

都
度
、
部
や
伴
な
ど
は
や
は
り
私
に
は
難
し
く
、
ず
っ
と
避
け
て
通
っ
て

い
た
の
で
あ
る
。
今
回
、
こ
の
よ
う
な
課
題
を
与
え
ら
れ
た
の
も
、
学
部
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部
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用
語
に
つ
い
て
、
具
体
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教
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い
。

生
以
来
、
き
ち
ん
と
勉
強
し
て
こ
な
か
っ
た
罰
が
当
た
っ
た
の
だ
と
反
省

し
て
い
る
。

一
六
世
紀
前
半
、
国
内
で
は
王
権
の
分
裂
、
国
外
で
は
対
朝
鮮
関
係
の
緊

迫
と
い
う
危
機
に
対
応
し
た
大
王
欽
明
と
大
臣
蘇
我
稲
目
の
下
に
結
集
し

た
倭
王
権
の
支
配
者
層
は
、
そ
れ
ま
で
の
原
初
的
な
政
治
体
制
を
こ
え
る

新
た
な
段
階
の
権
力
集
中
を
果
た
し
た
。

そ
の
基
盤
と
な
っ
た
の
は
、
五
世
紀
末
か
ら
六
世
紀
前
半
に
か
け
て
の
、

大
量
の
渡
来
人
（「
今
来
の
漢
人
」〈
い
ま
き
の
あ
や
ひ
と
〉）
の
存
在
で

あ
っ
た
。
当
時
、
中
国
の
胡
族
の
王
朝
で
行
わ
れ
て
い
た
徙
民
政
策
（
強

制
移
民
）
に
よ
る
大
移
動
の
余
波
が
、
朝
鮮
半
島
南
部
を
経
て
日
本
列
島

に
ま
で
及
ん
で
き
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
、「
文
字
」
を
読
み
書
き
す
る

技
術
、
鉄
の
生
産
技
術
、
大
規
模
灌
漑
水
路
工
事
の
技
術
、
乾
田
、
須
恵

器
、
錦
、
馬
の
飼
育
の
技
術
な
ど
、
大
陸
の
新
し
い
文
化
と
技
術
を
伝
え

た
（
吉
田
孝
『
日
本
の
誕
生
』〈
岩
波
書
店
、
一
九
九
七
年
〉）。

倭
王
権
は
、
地
方
豪
族
が
大
王
宮
に
上
番
す
る
五
世
紀
以
来
の
「
人
」

制
に
代
え
て
、
渡
来
人
を
東
漢
氏
・
西
文
氏
・
秦
氏
な
ど
の
氏
（
ウ
ヂ
）

と
い
う
政
治
組
織
に
編
成
す
る
と
と
も
に
、
百
済
の
二
十
二
部
司
の
制
度

を
取
り
入
れ
て
、
錦
部
・
衣
縫
部
・
鍛
冶
部
・
陶
部
・
土
師
部
・
鞍
部
・

馬
飼
部
な
ど
の
宮
廷
工
房
的
な
伴
（
ト
モ
）
と
し
て
品
部
（
シ
ナ
ベ
／
ト
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モ
ベ
）
に
再
編
し
た
（
平
野
邦
雄
『
大
化
前
代
社
会
組
織
の
研
究
』〈
吉

川
弘
文
館
、
一
九
六
九
年
〉、
鎌
田
元
一
『
律
令
公
民
制
の
研
究
』〈
塙
書

房
、
二
〇
〇
一
年
〉）。

こ
れ
ら
の
う
ち
、
部
（
ベ
）
と
は
倭
王
権
に
労
役
を
提
供
し
、
生
産
物

を
貢
納
し
た
一
団
の
人
々
を
指
し
、
伴
と
も
い
わ
れ
る
。
伴
と
い
う
の
は
、

各
種
の
職
能
を
奉
じ
て
王
権
に
仕
奉
し
た
下
級
官
人
の
こ
と
で
あ
る
。
大

化
前
代
の
身
分
序
列
に
、「
臣
・
連
・
伴
造
・
国
造
・
百
八
十
部
」
と
い

う
語
が
あ
る
が
、
こ
の
「
百
八
十
部
」
が
「
モ
モ
ア
マ
リ
ヤ
ソ
ト
モ
ノ

オ
」
と
訓
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
伴
は
伴
を
統
率
す
る
伴
造
（
ト
モ
ノ
ミ
ヤ

ツ
コ
）
よ
り
低
位
の
官
人
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
伴
に
は
殿
部

（
ト
ノ
モ
リ
ベ
）・
水
部
（
モ
ヒ
ト
リ
ベ
）・
掃
部
（
カ
ニ
モ
リ
ベ
）・
蔵
部

（
ク
ラ
ベ
）・
史
部
（
フ
ヒ
ト
ベ
）
の
よ
う
な
伝
統
的
な
負
名
氏
（
ナ
オ
イ

ノ
ウ
ヂ
）
が
宮
内
官
的
職
務
に
携
わ
っ
た
も
の
と
、
錦
部
（
ニ
シ
ゴ
リ

ベ
）・
鞍
部
（
ク
ラ
ベ
）・
鍛
冶
部
（
カ
ヌ
チ
ベ
）・
馬
飼
部
（
ウ
マ
カ
イ

ベ
）・
金
作
部
（
カ
ネ
ツ
ク
リ
ベ
）・
狛
部
（
コ
マ
ベ
）
な
ど
の
よ
う
な
渡

来
系
技
術
者
に
よ
る
宮
廷
工
房
の
生
産
に
携
わ
る
も
の
が
あ
っ
た
。

ま
た
、
品
部
は
大
化
前
代
の
王
権
所
属
の
部
民
の
一
種
で
、
特
定
の
種

類
の
部
民
を
さ
す
用
語
で
あ
る
。
海
部
（
ア
マ
ベ
）・
忌
部
（
イ
ン
ベ
）・

馬
飼
部
・
鍛
冶
部
・
靫
負
部
（
ユ
ゲ
イ
ベ
）
な
ど
の
職
業
部
の
他
に
、
刑

部
（
オ
サ
カ
ベ
）・
白
髪
部
（
シ
ラ
カ
ベ
）
な
ど
の
名
代
の
部
も
含
ま
れ

る
。
彼
ら
は
伴
造
に
統
率
さ
れ
て
、
王
権
に
種
々
の
物
資
や
労
働
力
を
貢

上
し
、
ま
た
王
権
で
さ
ま
ざ
ま
な
職
務
に
携
わ
っ
た
。

こ
れ
ら
の
伴
は
、
中
央
の
伴
造
の
統
率
の
下
、
王
権
に
上
番
し
て
そ
れ

ぞ
れ
の
職
務
に
従
事
し
た
。
こ
れ
ら
の
氏
は
、
負
名
氏
と
し
て
代
々
そ
の

職
掌
を
世
襲
し
た
。
ま
た
、
在
地
に
お
い
て
伴
を
出
仕
さ
せ
、
そ
れ
を
資

養
す
る
義
務
を
負
う
部
も
存
在
し
た
。

渡
来
人
を
支
配
下
に
置
い
て
い
た
葛
城
集
団
か
ら
独
立
し
た
蘇
我
氏
が
、

こ
れ
ら
の
部
を
組
織
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
し
い
支
配
体
制
を
整
備
し
、

倭
王
権
の
政
治
を
主
導
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

二
そ
れ
ら
職
業
部
と
は
異
な
り
、
名
代
（
ナ
シ
ロ
）・
子
代
（
コ
シ
ロ
）

の
部
は
、
実
際
に
は
御
名
代
（
ミ
ナ
シ
ロ
）
の
部
と
考
え
る
べ
き
も
の
で
、

五
～
六
世
紀
頃
の
歴
代
の
大
王
・
后
妃
・
王
子
等
の
名
号
や
宮
号
を
冠
し

た
部
で
あ
る
。
名
号
・
宮
号
の
主
で
あ
る
大
王
や
王
族
の
生
活
の
資
と
し

て
、
地
方
首
長
の
領
域
内
の
人
民
を
割
い
て
設
定
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。
必
ず
し
も
名
を
冠
す
る
王
族
の
私
有
民
で
は
な
く
、
ほ
と
ん
ど
は

農
民
で
あ
っ
た
。
名
代
の
部
の
設
置
と
同
時
に
、
同
じ
名
の
靫
負
・
舎
人

（
ト
ネ
リ
）・
膳
夫
（
カ
シ
ワ
デ
）
が
伴
と
し
て
倭
王
権
に
出
仕
し
、
宮
廷

で
勤
務
し
た
。
五
～
六
世
紀
の
大
王
の
名
号
・
宮
号
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て

を
網
羅
し
、
后
妃
・
王
子
の
も
の
を
加
え
れ
ば
、
三
〇
種
以
上
に
上
っ
て

い
る
。
御
名
代
の
制
は
、
倭
王
権
の
地
方
支
配
の
根
幹
を
な
す
制
度
で
あ
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っ
た
。

部
曲
は
「
カ
キ
ベ
」
も
し
く
は
「
ウ
ヂ
ヤ
ッ
コ
」「
カ
キ
ノ
タ
ミ
」
と

訓
み
、
倭
王
権
に
お
け
る
豪
族
私
有
民
で
あ
る
。
こ
れ
も
ほ
と
ん
ど
は
農

民
で
あ
っ
た
。
蘇
我
氏
が
私
有
し
て
い
た
の
が
蘇
我
部
と
い
っ
た
類
で
あ

る
。「
カ
キ
ベ
」
は
従
者
を
意
味
す
る
古
代
朝
鮮
語
「
皆
叱
智
」
に
由
来

す
る
と
も
い
わ
れ
る
が
、「
カ
キ
」
は
「
垣
」
と
同
じ
言
葉
で
あ
る
と
も

考
え
ら
れ
る
。
唐
や
朝
鮮
で
は
、「
部
曲
」
は
賤
民
身
分
と
さ
れ
た
が
、

倭
国
で
は
こ
の
語
を
豪
族
私
有
民
に
あ
て
た
の
で
あ
る
。
王
族
に
関
わ
る

御
名
代
の
部
や
、
王
権
所
属
の
品
部
と
区
別
す
る
た
め
だ
っ
た
の
で
あ
ろ

う
。

三
島
根
県
松
江
市
に
あ
る
六
世
紀
後
半
の
前
方
後
方
墳
で
あ
る
岡
田
山
1

号
墳
か
ら
出
土
し
た
鉄
刀
に
銀
象
嵌
さ
れ
た
銘
文
に
は
、「
各
田
卩
臣
□

□
□
素
□
大
利
□
」
の
文
字
が
認
め
ら
れ
る
。「
各
田
卩
臣
」
は
「
額
田

部
臣
」
の
こ
と
で
、
氏
（
ウ
ヂ
）・
姓
（
カ
バ
ネ
）・
部
（
ベ
）
の
成
立
を

確
実
に
裏
付
け
る
重
要
史
料
で
あ
る
。

大
化
二
年
（
六
四
六
）
の
い
わ
ゆ
る
「
改
新
詔
」
第
一
条
に
お
い
て
、

名
代
・
子
代
・
品
部
・
部
曲
は
す
べ
て
廃
止
の
対
象
と
さ
れ
（
公
地
公
民

制
）、
豪
族
に
食
封
を
支
給
す
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
改
新
詔
が

ど
こ
ま
で
原
詔
の
姿
を
伝
え
て
い
る
か
は
難
し
い
問
題
で
あ
る
。
こ
の
当

時
に
こ
の
よ
う
な
改
革
を
宣
言
す
る
と
は
考
え
に
く
い
。
諸
豪
族
の
部

曲
・
田
荘
（
タ
ド
コ
ロ
）
の
領
有
は
、
か
な
り
後
ま
で
認
め
ら
れ
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。

王
族
や
豪
族
の
土
地
・
人
民
の
所
有
を
禁
止
し
て
王
権
の
も
の
と
す
る

こ
と
は
、
そ
れ
ま
で
の
私
的
権
益
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
古
墳
時
代

以
来
の
特
権
を
否
定
さ
れ
る
こ
と
は
、
特
に
地
方
豪
族
に
と
っ
て
は
、
容

易
に
認
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
大
化
前
代
の
王
権
と
地
方
豪
族

と
の
関
係
は
、
単
な
る
同
盟
関
係
に
近
い
も
の
で
あ
り
、
領
域
的
な
支
配

を
受
け
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

天
智
三
年
（
六
六
四
）
に
は
、
前
年
の
白
村
江
を
は
じ
め
と
す
る
百
済

復
興
戦
争
の
敗
戦
を
承
け
て
、
諸
氏
族
に
氏
族
単
位
の
民
部
・
家
部
（
カ

キ
ベ
）
を
給
わ
っ
た
。
豪
族
私
有
民
を
廃
止
す
る
こ
と
は
、
乙
巳
の
変

（
六
四
五
年
）
か
ら
一
九
年
を
経
て
も
容
易
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
が
実
現
し
た
の
は
、
壬
申
の
乱
（
六
七
二
年
）
後
の
天
武
四
年
（
六

七
五
）
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
乙
巳
の
変
や
白
村
江
の
戦
い
と
比
較
し
て
、

壬
申
の
乱
の
持
っ
た
イ
ン
パ
ク
ト
が
、
と
り
わ
け
地
方
豪
族
に
と
っ
て
戦

慄
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

天
武
五
年
（
六
七
六
）
以
降
、
全
国
に
国
司
を
派
遣
し
て
常
駐
さ
せ
た
。

こ
れ
ら
国
司
の
下
で
、
豪
族
の
私
有
し
て
い
た
部
曲
を
五
十
戸
に
編
成
し

て
い
っ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
天
武
十
一
年
（
六
八
二
）
に
は
、
官
人
個

人
に
食
封
（
ジ
キ
フ
）
を
給
与
す
る
制
度
が
定
め
ら
れ
た
。
こ
う
し
て
領
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域
支
配
と
官
僚
制
を
二
大
要
件
と
す
る
「
国
家
」
と
い
う
機
構
の
完
成
が

本
格
的
に
始
動
し
た
の
で
あ
る
。

そ
の
一
方
で
、
律
令
制
下
に
お
い
て
も
、
宮
内
官
的
伴
は
、
主
殿
寮
・

主
水
司
・
掃
部
司
・
内
蔵
寮
等
の
内
廷
官
司
の
伴
部
と
し
て
宮
廷
工
房
の

生
産
に
携
わ
り
、
伴
は
織
部
司
・
造
兵
司
・
鍛
冶
司
・
左
右
馬
寮
な
ど
の

伴
部
と
し
て
名
残
り
を
と
ど
め
た
。
品
部
の
中
に
も
、
律
令
制
の
形
成
過

程
で
品
部
・
雑
戸
制
に
再
編
さ
れ
た
も
の
も
あ
り
、
そ
れ
ら
は
諸
官
司
に

配
属
さ
れ
、
奢
侈
品
の
生
産
や
特
殊
技
芸
の
伝
習
に
あ
た
っ
た
。
日
本
律

令
制
の
内
包
し
た
先
進
性
（
唐
か
ら
の
最
新
統
治
技
術
の
導
入
）
と
伝
統

性
（
大
化
前
代
以
来
の
制
度
の
存
続
）
と
い
う
二
重
構
造
を
象
徴
し
た
も

の
で
あ
る
。

な
お
、
奈
良
時
代
を
通
じ
て
、
品
部
の
解
体
が
進
ん
だ
。
養
老
五
年

（
七
二
一
）
に
放
鷹
司
の
品
部
を
廃
止
し
、
天
平
宝
字
三
年
（
七
五
九
）

に
は
「
世
業
相
伝
者
」
以
外
の
品
部
を
停
廃
し
て
公
戸
に
編
入
し
て
い
る
。

平
安
時
代
の
『
延
喜
式
』
に
見
え
る
令
制
の
品
部
は
兵
庫
寮
の
鼓
吹
戸
だ

け
で
、
他
は
す
べ
て
す
で
に
解
体
さ
れ
て
お
り
、
徭
役
労
働
な
ど
に
よ
る

生
産
体
制
に
切
り
替
え
ら
れ
て
い
た
。

お
わ
り
に

余
談
で
あ
る
が
、
一
定
の
行
動
を
共
に
す
る
人
々
の
集
団
を
「
部
」
と

呼
称
す
る
言
葉
は
、
現
代
で
も
残
っ
て
い
る
。
学
術
や
文
化
に
関
わ
る
役

所
は
最
近
ま
で
「
文
部
省
」
と
さ
れ
て
い
た
し
（「
省
」
も
律
令
制
の
八

省
の
名
残
り
で
あ
る
）、
学
校
で
野
球
を
行
う
集
団
は
「
野
球
部
」
と
称

し
て
い
る
（
ま
さ
か
隷
属
的
な
人
間
関
係
を
表
わ
し
て
い
る
と
は
考
え
た

く
な
い
が
）。
二
一
世
紀
ま
で
生
き
続
け
る
言
葉
や
古
代
の
制
度
の
重
み

か
、
は
た
ま
た
日
本
の
後
進
性
の
象
徴
な
の
か
は
、
定
か
で
は
な
い
。

�

（
く
ら
も
と
・
か
ず
ひ
ろ
／
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
教
授
）


